
申込期間：4月20日 金月 ～ まで5月15日

令和8年度 与那原町教育委員会主催

　子どもの健やかな成長には、一人ひとりに寄り添った早期
サポートが大切です。集団生活や育児、発達、教育に関する
不安や悩みはありませんか？ 今年も心理士や教員など専門
家による相談会を実施します。

　小学校入学の不安や日々の養育など、
どんな小さなことでも構いません。
ひとりで抱え込まず、お気軽に
ご相談ください。
※お子さまを同伴される場合は、
　  事前にご連絡ください。

● 発音や話し方がはっきりしない
● 落ち着きがなく一つのことに集中しない
● 指示や内容を理解することが難しい
● 食べ物や遊びなど、こだわりが強い
● 感情のコントロールが難しい など
● 学校の状況を知りたい
● 学校を見学してみたい

LINEで申し込みができます。
右記の二次元コードを読み込んでください。
※申込書が必要な方は、お手数ですが
　学校教育課までお問い合わせください。
※相談日時は調整後、LINEにて保護者へ通知します

申
込
方
法

対 象 者▶ 就学前のお子さま
（おおむね2歳～6歳）の保護者

相談時間 50分程度▶

日　　時 5月29日（金）・30日（土）
10：00～16：30

▶

場　　所 上の森かなちホール▶

相談会就学・教育

相談内容例相談内容例“ ”

学校教育課 ☎945-2361問

ブランド推進課 ☎945-5323問

与那原町の観光ポータルサイト

イベント情報やグルメ、観光スポットをもっと身近に。
観光大使 喜舎場 泉さんと巡るおすすめの場所。
写真家　山口氏が写す与那原。 
そんな魅力たっぷりの特集記事が充実！

さらに、イベント掲載申請フォームも新設！
周知したいイベント情報をお寄せください。

が“与那原ナビ”
リニューアル！リニューアル！

▶▶▶

二次元コード
アクセス！から「行ってみたい」

がきっと見つかる。

あなたの
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生涯学習振興課 ☎871-9981（町史編纂係）問

町コミュニティーセンター ☎835-8220問

募集テーマ
町内であなたが平和を感じる（感じた）写真

応募資格
●本応募要項に同意いただける方（居住地・年齢不問）

応募方法・期間
以下のいずれかの方法で「応募者名」「作品名」「電話番号」「作品への思い（メッセージ）」「撮影場所」「氏名公表の可否」
を添えてご応募ください。

1

5

3
（例：町内の自然風景、行事の様子、家族や友人との日常の
ひとコマなど）

※未成年の場合は保護者の同意が必要です

応募方法
① メール

② 郵送

③ 窓口持参

提出先・送付先
5月31日（日）23:59まで

5月29日（金）当日消印有効

5月29日（金）16:30まで

yona-choshi@town.yonabaru.lg.jp

〒901-1392 与那原町字上与那原16生涯学習振興課町史編纂係 宛

生涯学習振興課窓口

締め切り

６月に開催する「与那原町平和の日・慰霊の日企画展」に
おいて、皆さまが町内で撮影した「日常の中で平和を
感じる瞬間」の写真を展示予定です。あなたが「平和
だな」と感じた一枚を、ぜひお寄せください。一眼レフは
もちろん、スマートフォンでの気軽なスナップも大歓迎
です。たくさんのご応募を心よりお待ちしています。

町内で撮影した

を します

町コミュニティーセンター集会室
令和８年度与那原町平和企画展

① 5月23日（土）14:00 ～（約1時間）
② 5月25日（月）14:00 ～（約1時間）※いずれか1回受講
町コミュニティーセンター 調理室

各回10名（先着順）

高校生以上（町内在住または在勤の方）

金城恵子（K’sカフェ）

800円（材料費込）※事前支払い
　５月21日（木）までに
　町コミュニティーセンターにてお支払いください
受付時間：平日 9:00 ～ 16:30（12:00 ～ 13:00除く）
鍋つかみ、またはタオル（可能であればマイカップ）

申込期間

日　  時

場　  所
定　  員
対　  象

費　  用
講　  師

持ちもの

申込方法
●電話：平日 9:00 ～ 17:00（12:00 ～ 13:00除く）
●インターネット（右記二次元コード）▶▶▶▶▶

https://logoform.jp/form/Z4Se/1496918

募集

場  所

6月15日（月）
　 ～ 6月28日（日）予定

期  間

展 示 予 定

応募条件 写真の取り扱い・著作権について
●著作権は撮影者に帰属しますが、使用権は与那原町
　に帰属します。

2 4
●応募者本人が与那原町内で撮影した未発表の
　オリジナル作品であること
●人物が特定できる場合は、必ず被写体本人の
　承諾を得ていること
●特定の企業や商品名、ロゴ等が強調されていないもの

●AI生成画像、合成写真、過度な画像加工を施した
　ものは不可とします

●第三者とのトラブルについて町は一切の責任を負い
　ません。展示や掲載の選定は町に一任いただきます。

●応募写真は本展のほか、広報誌（表紙含む）、町公式
　ホームページ、町勢要覧、パンフレットなどの
　広報・PR活動に使用する場合があります。

与那原町コミュニティーセンター 公民館講座

5月1日（金）～5月15日（金）

 ～焙煎から入れ方まで～
コーヒー講座
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